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長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
附
則
第
三
項
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
住
宅
用
家
屋
の
所
有
権
の
移
転
登
記
の
税
率
の
軽
減
）

（
住
宅
用
家
屋
の
所
有
権
の
移
転
登
記
の
税
率
の
軽
減
）

第
七
十
三
条

個
人
が
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

第
七
十
三
条

個
人
が
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
住
宅
用
家
屋
又
は
建
築
後
使

一
日
ま
で
の
間
に
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
住
宅
用
家
屋
又
は
建
築
後
使

用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
住
宅
用
家
屋
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
取
得
（
売
買

用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
住
宅
用
家
屋
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
取
得
（
売
買

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
原
因
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
原
因
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
、
当
該
個
人
の
居

じ
。
）
を
し
、
当
該
個
人
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
住
宅
用

住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
住
宅
用
家
屋
の
所
有
権
の
移
転
の
登
記

家
屋
の
所
有
権
の
移
転
の
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
の
税
率
は
、
財
務
省
令
で
定

に
係
る
登
録
免
許
税
の
税
率
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
ら
の

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
ら
の
住
宅
用
家
屋
の
取
得
後
一
年
以
内
（
一
年
以
内
に

住
宅
用
家
屋
の
取
得
後
一
年
以
内
（
一
年
以
内
に
登
記
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き

登
記
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
内

に
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
内
。
次
条
第
二
項
及
び
第
七
十
四
条
に
お
い
て
同
じ

。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
登
記
を
受
け
る
も
の
に
限
り
、
登
録
免
許
税
法
第

。
）
に
登
記
を
受
け
る
も
の
に
限
り
、
登
録
免
許
税
法
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ

九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
千
分
の
三
と
す
る
。

ら
ず
、
千
分
の
三
と
す
る
。

（
特
定
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
所
有
権
の
保
存
登
記
等
の
税
率
の
軽
減
）

第
七
十
三
条
の
二

個
人
が
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
同
法
第
十
条
第
二
号

に
規
定
す
る
認
定
長
期
優
良
住
宅
で
住
宅
用
家
屋
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
特
定
認
定
長
期
優
良
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
新
築
を
し
、
又
は
建

築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
特
定
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
取
得
を
し
、
当
該
個

人
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
当
該
特
定
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
所
有
権

の
保
存
の
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
の
税
率
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
当
該
特
定
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
新
築
又
は
取
得
後
一
年
以
内
に
登
記
を
受

け
る
も
の
に
限
り
、
第
七
十
二
条
の
二
及
び
登
録
免
許
税
法
第
九
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
千
分
の
一
と
す
る
。
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２

個
人
が
、
特
定
期
間
内
に
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
特
定
認
定
長
期
優

良
住
宅
の
取
得
を
し
、
当
該
個
人
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
当
該
特
定

認
定
長
期
優
良
住
宅
の
所
有
権
の
移
転
の
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
の
税
率
は
、

財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
特
定
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
取
得
後
一

年
以
内
に
登
記
を
受
け
る
も
の
に
限
り
、
前
条
及
び
登
録
免
許
税
法
第
九
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
千
分
の
一
と
す
る
。


